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「みやぎ２１健康プラン」は、総合的な健康づくりの指針として策定するもので、国の「健康日

本２１」を踏まえながら、平成１４年３月に第１次プラン（H14～H24）を策定、第２次プラン

（H25～R5）を経て、令和６年度から「第３次みやぎ２１健康プラン」をスタートします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第３次みやぎ２１健康プランは、健康増進法第８条に規定する都道府県健康増進計画とし

て位置付けています。 

 本県の県政運営の基本的な指針である「新・宮城の将来ビジョン」の政策推進の基本方

向の一つである「誰もが安心していきいきと暮らせる地域社会づくり」の実現を図るための

個別計画に位置付けられ、関連する個別計画との連携を図りながら、本県の健康づくりの

目指すべき目標と基本方向を示すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．みやぎ 21 健康プラン策定の趣旨と経過 

第１章 計画の策定 

※第２次プランは、平成２５年度～令和４年度までの計画でしたが、健康日本２１（第二次）が１年延長したの

に合わせ、推進期間を令和５年度まで延長しました。 

２．計画の位置付け 
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 第３次みやぎ２１健康プランは、令和６年度から令和１７年度までの１２年間の計画とします。 

 令和１１年に県民健康・栄養調査を実施し、中間評価を行います。 

 計画開始から１０年目の令和１５年に県民健康・栄養調査を実施し、最終評価を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２５年からスタートした第２次プランは、東日本大震災からの復興も踏まえ、ソーシャル

キャピタルの再構築を基本方針に掲げ、社会環境の整備を含めた計画となっていました。中

間評価以降は、「スマートみやぎ健民会議」を施策の核とし、子どもから大人まで、全てのラ

イフステージに対する切れ目のない健康づくりの支援体制を目指して取組を推進してまいり

ました。 

 令和４年に県民健康・栄養調査を行い、その結果等を基に、１０分野、全７５項目の最終評

価を行いました。その結果は表１のとおりです。 

 健康寿命の延伸や循環器疾患の年齢調整死亡率の減少がみられた一方で、肥満やメタボ

リックシンドローム、生活習慣に関する指標は「変わらない」または「悪化」という結果でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 目標達成状況の評価 

４．第２次みやぎ２１健康プランの最終評価 

３．計画の期間と進行管理 
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 「連携と協働」を強化し、県民の健康を支える社会環境づくりを推進することにより、健康へ

の関心の薄い者も含む幅広い対象に向けた健康づくりを推進します。 

 これまで、メタボリックシンドローム対策を主眼に、働き盛り世代を中心に取組を推進してき

ましたが、加えて、ライフコースアプローチの観点から、子ども、高齢者、女性への取組も推

進します。 

 「栄養・食生活」「身体活動・運動」「たばこ」の３分野は、引き続き重点として取り組みます。 

第２次みやぎ２１健康プラン  第３次みやぎ２１健康プラン 

【基本方針】 

１ 健康寿命の延伸 

２ 健康格差の縮小 

３ 一次予防の重視 

４ ソーシャルキャピタルの再構築 

 

【計画の視点】 

１ 生活習慣病の発症予防と重症化予防 

２ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、喫煙、

飲酒、歯・口腔の健康に関する生活習慣及

び社会環境の改善 

３ 生涯にわたる健康づくり県民運動の展開 

４ 健康を支え、守るための社会環境の整備 

５ 震災復興を見据えた地域及び県民の健康

づくりの推進 

【取組分野】 

１ 重点に取組む分野 

（１）栄養・食生活（アルコールを含む） 

 （２）身体活動・運動 

 （３）たばこ 

２ 個別計画との連携分野 

（４）ストレス解消・休養 

 （５）がん 

 （６）循環器疾患・糖尿病 

 （７）歯と口腔の健康 
 

 【基本方針】 

１ 健康寿命の延伸 

２ 健康格差の縮小 

３ 予防対策の充実 

４ 連携と協働による、誰一人取り残さない、よ

り実効性のある健康づくりの展開 

【計画の視点】 

１ 生活習慣病の発症予防と重症化予防 

２ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養・睡眠、

飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習

慣の改善 

３ 生涯にわたる健康づくり県民運動の展開 

４ 健康を支え、守るための社会環境の質の向

上 

５ 社会の変化を捉えた健康づくりの推進 

【取組分野】 

１ 健康水準の向上 

〔生活習慣の改善〕 

 （１）栄養・食生活（アルコールを含む） 

 （２）身体活動・運動 

 （３）たばこ 

 （４）休養・睡眠 

 （５）歯と口腔の健康 

〔生活習慣病の発症予防と重症化予防〕 

 （６）がん 

 （７）循環器疾患 

（８）糖尿病 

（９）COPD 

２ ライフコースアプローチ 

（１）子ども 

（２）高齢者 

（３）女性 
 

５．計画見直しの概要 
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（1）宮城県の人口構造の見通し 

本県の人口は、今後、減少が徐々に加速していくと推計されています。また、県の総人口

に占める 65 歳以上の人口割合は、２０３５年（R１７）には 35％、さらに２０４５年（R27）に

は 40％になると推測されています。 

【図１-１．宮城県の人口構造の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 「国勢調査」（総務省統計局） 

「日本の地域別将来推計人口」（国立社会保障・人口問題研究所） 

 

（2）平均寿命の推移 

本県の令和２年の平均寿命は、男性 81.70 年、女性８７．５１年です。 

平成２２年と比較して、男性は 2.05 年（79.65 年→81.70 年）、女性は 1.12 年

（86.39 年→87.51 年）延伸しました。 

【図１-２．平均寿命の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．人口等の推移 

第２章 県民の健康と生活習慣の現状 

（千人） 

出典：宮城県は「都道府県別生命表の概況」、全国は「完全生命表」（厚生労働省） 
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（3）健康寿命の状況 

   ① 健康寿命の推移 

本県の令和元年の健康寿命は、男性 72.90 年、女性 75.10 年です。 

平成 22 年と比較すると、男性は 2.50 年（70.40 年→72.90 年）、女性は 1.32 年

（73.78 年→75.1 年）延伸しました。 

また、全国と比較すると、男性は全国より長いまま推移していますが、女性は平成 28 年

からは全国を下回って推移しています。 

【図 1-3．健康寿命の推移】 

 

 

 

 

 

 

出典：「健康日本２１（第二次）の総合的評価と次期健康づくり運動に向けた研究」分担研究報告書 

「健康寿命の算定・評価と延伸可能性の予測に関する研究」（厚生労働科学研究） 

 

   ② 平均寿命と健康寿命の比較 

平均寿命と健康寿命の差（要介護等により日常生活に制限のある期間）は、平成 22

年には、男性 9.25 年、女性 12.61 年でしたが、令和元年には、男性 8.72 年、女性

12.56 年に短縮されました。 

【図 1-4．平均寿命と健康寿命の比較】 

 

 

 

 

 

 

出典：健康寿命は「健康日本２１（第二次）の総合的評価と次期健康づくり運動に向けた研究」分担研

究報告書  「健康寿命の算定・評価と延伸可能性の予測に関する研究」（厚生労働科学研究） 

R1 の平均寿命は「健康寿命の算定プログラム（厚生労働科学研究）」を使用し、健康推進課が算定 
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（４）要支援・要介護者の推移 

本県の要支援・要介護者認定数は、平成２６年から令和２年までに、約１万４０００人増

加しています。 

【図１-5．宮城県の要支援・要介護者認定数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：介護保険事業報告（厚生労働省） 

 

（５）医療費の推移 

本県の一人当たりの医療費は、増加傾向にあります。また、全国より低く推移しています

が、平成２６年から令和２年までの伸び率は、1.16％で全国（0.99％）を上回っています。 

【図１-6．人口一人当たりの国民医療費の推移】 

 
出典：国民医療費の概況（厚生労働省） 
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（1）死因別死亡数の割合 

本県の死因割合は、悪性新生物（がん）、心疾患、老衰、脳血管疾患となっています。食

生活や運動不足等に起因する、がん、心疾患及び脳血管疾患のいわゆる生活習慣病に

よる死因の割合は、４９.3％で、全国（46.3％）より高い状況です。 

【図 2-1.死因別死亡数の割合（R４）】 

 

出典：令和４年人口動態統計（厚生労働省） 

 

 

（2）主な疾患（がん、心疾患、脳血管疾患）の年齢調整死亡率の推移 

本県の主な疾病の年齢調整死亡率（人口１０万対）は、減少傾向で推移していますが、

特に脳血管疾患については、全国値に比べ、男女とも上回って推移しています。 

【表１．主な死因の年齢調整死亡率（人口１０万対）の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：宮城県は令和４年１１月時点で県が入手できる統計を基に算出、全国は人口動態統計 

（「データからみたみやぎの健康-令和４年版-」（宮城県保健福祉部）） 

 

 

 

 

2．死亡等の状況 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性
平成12年 512.3 232.8 251.1 173 278.8 187.7 519.3 236.1 258.3 174.7 236.1 161.4
平成17年 496.2 225.8 256.8 159.2 211.2 139.9 494.4 225 249.2 161.8 194.3 125.3
平成22年 462.1 219.8 231.6 136.8 183.2 120.8 469.4 216.2 228.9 147.4 153.7 93.3
平成27年 420.4 201.3 199.9 120.9 128 81.5 433 206.6 203.6 127.4 116 72.6
令和2年 394.4 196 196.7 109.9 110.7 71 394.7 196.4 190.1 109.2 93.8 56.4
令和3年 391.6 201.2 191.3 121.1 111.5 70.4 390.8 195.5 193.8 110.2 93.7 55.1

宮城県 全国
悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 悪性新生物 心疾患 脳血管疾患
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【図 2-2．悪性新生物の年齢調整死亡率（人口１０万対）の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 2-３．心疾患の年齢調整死亡率（人口１０万対）の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 2-４．脳血管疾患の年齢調整死亡率（人口１０万対）の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和 4年 11 月時点で県が入手できる統計を基に算出しているため、後に国が公表する数値とは一致しない場合があります。 

 年齢階級：〔H12,H17,H22,H27,R2〕「0～4」～「95 歳以上」の 20 階級 

〔H28,H29,H30,R1,R3〕「0～4」～「85 歳以上」の 18 階級 

基準人口：平成２７年モデル人口 

死 亡 数：人口動態統計 

人 口：〔H12,H17,H22〕国勢調査（日本人人口）、〔H28,H29,H30,R1,R3〕推計人口（日本人人口）、 

〔H27,R2〕国勢調査（日本人人口）不詳按分人口 
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（３）COPD（慢性閉塞性肺疾患）による死亡率の推移 

本県の COPD による死亡率（人口 10 万対）は、横ばいで推移しています。また、全国

のＣＯＰＤの死亡率よりは低く推移しています。 

【図 2-5．COPD の死亡率（人口１０万対）の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：人口動態統計（厚生労働省） 

 

（４）自死による死亡率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本県の自死による死亡状況について掲載予定 
（自死対策計画を参照して調整） 
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（1）メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合 

本県の令和３年度のメタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合は 32.2％で、

全国で２番目に多い状況です。 

また、平成２０年に特定健診が開始されて以降、全国下位を推移しています。 

【図 3-１．メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合（R３）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：特定健康診査・特定保健指導に関するデータ（厚生労働省） 

 

【図 3-２．メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：特定健康診査・特定保健指導に関するデータ（厚生労働省） 

  

3．メタボリックシンドローム・生活習慣病等の状況 
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（２）糖尿病の状況 

糖尿病の総患者数は、全国と同様に増加傾向にあります。また、受療率は、全国を上回

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：患者調査（厚生労働省） 

 

出典：患者調査（厚生労働省） 

 

（３）新規人工透析患者数の推移 

本県の新規人工透析患者数は横ばいで推移しています。また、その内訳の約４割は糖

尿病性腎症によるものとなっています。 

【図 3-５.宮城県の新規人工透析導入患者数】 

 

出典：わが国の慢性透析療法の現況（日本透析医学会） 

  

【図 3-３.糖尿病総患者数の推移】 【図 3-４.糖尿病の受療率（R２）】 
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（1）児童・生徒の身体状況 

 本県の令和３年の肥満傾向児の出現率は、男女とも全ての学年で全国平均を上回

っている状況です。 

【図４-1．肥満傾向児の出現率〔男子〕（R3）】 

 

【図４-2．肥満傾向児の出現率〔女子〕（R3）】 

 

出典：学校保健統計調査（文部科学省） 

 

 

 

 

 

 

 

４．身体の状況 

※肥満度の算出方法について 

性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度（過体重度）を算出し、肥満度が 20％以上の者を肥満傾向児としている。 

肥満度（過体重度）＝〔実測体重(kg）－身長別標準体重(kg）〕／身長別標準体重(kg）×100（％） 
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 経年では、肥満傾向児の出現率は、全国より高く推移しています。 

【図４-3．肥満傾向児の推移（小学５年生）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）大人の身体状況 

① 肥満の状況（２０歳以上） 

 本県の令和４年の肥満者（BMI≧25）の割合は、男性 36.9％、女性 28.0％でした。

また、県民健康・栄養調査の推移をみると、男女とも増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：宮城県県民健康・栄養調査の結果（宮城県保健福祉部） 

 

 特定健診の結果でも、40～74 歳の肥満者の割合は、全国と比較して高い状況が続

いています。 

【図４-６．肥満者の状況（全国との比較）】 

 

 

 

 

 

 

 

出典：NDB オープンデータ（厚生労働省） 

【図４-４.宮城県の BMI の状況（R4）】 【図４-５.宮城県の肥満者の推移】 

出典：学校保健統計（文部科学省） 
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（1）栄養・食生活の状況 

① 1 日の食塩摂取量（２０歳以上） 

 令和４年の１日当たりの食塩摂取量は、男性 11.2g、女性 9.7g となっています。 

【図５-1. 1 日の食塩摂取量（R4）】 

 

 

 

 

 

 

 

出典：宮城県県民健康・栄養調査報告書（宮城県保健福祉部） 

 国民健康・栄養調査によると、全国同様に本県の食塩摂取量も減少傾向ではありま

すが、全国値との比較では、男女とも全国より食塩摂取量は多く、平成２８年の同調

査では、男性は全国ワースト 1 位という結果でした。 

【図５-2.1 日の食塩摂取量（全国との比較）】 

 

 

 

 

 

 

出典：国民健康・栄養調査報告（厚生労働省） 

 

② 1 日の野菜の摂取量（２０歳以上） 

 令和４年の１日当たりの野菜摂取量は、男性２７７g、女性は２７４ｇです。 

【図５-3. 1 日の野菜摂取量（R4）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．生活習慣等の状況 

出典：宮城県県民健康・栄養調査報告書（宮城県保健福祉部） 
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 全国と比較すると、野菜摂取量は男女とも全国値を上回っています。 

【図５-4.1 日の野菜摂取量（全国との比較）】 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国民健康・栄養調査報告（厚生労働省） 

 

③ 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の状況（２０歳以上） 

令和４年の生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している者の割合は、男性１７．６％、

女性９．４％です。平成２８年と比較すると、男女とも 1.4 ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：宮城県県民健康・栄養調査報告書（宮城県保健福祉部） 

 

（２）身体活動・運動の状況 

  ① 児童・生徒の 1 週間の総運動時間の状況 

令和４年の小学５年生の１週間当たりの総運動時間（体育の授業時間を含まない）が

６０分未満の者の割合は、男子９.８％、女子１７.０％で、全国より割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図５-5.宮城県の生活習慣病のリスクを 

高める量を飲酒している者の割合（R4）】 

【図５-6.宮城県の生活習慣病のリスクを高める量を 

飲酒している者の割合（H28 と R4 比較）】 

【図５-7.小学５年生の１週間当たりの総運動時間（R4）】 

出典：宮城県小・中・高児童生徒体力・運動能力調査  

全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告書（宮城県教育委員会） 
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② 運動習慣者の状況（20 歳以上） 

令和４年の運動習慣者の割合は、男性 19.7％、女性 14.8％です。年代別では、男女

とも 40 歳代の割合が低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：宮城県県民健康・栄養調査報告書（宮城県保健福祉部） 

 

③ 歩数の状況（２０歳以上） 

 令和４年の歩数は、男性 6,258 歩、女性 5,867 歩です。 

 年代別では、20～64 歳男性は 7,263 歩、女性は 6,413 歩、65 歳以上男性は

4,402 歩、女性は 5,018 歩です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：宮城県県民健康・栄養調査の結果（宮城県保健福祉部） 

 全国との比較では、H28 の同調査において、男女とも全国より歩数が少なくなってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図５-8.運動習慣者の割合（R4）】 【図５-9.性・年代別運動習慣者の割合（R4）】 

【図５-１0.１日の歩数（R4）】 【図５-１1.性・年代別歩数（R4）】 

【図５-12.１日の歩数（全国との比較）】 

出典：国民健康・栄養調査報告（厚生労働省） 
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（3）たばこの状況 

① 喫煙率（２０歳以上） 

 令和４年の喫煙率は、男性 31.1％、女性 7.2％です。 

 特定健診のデータによる全国との比較では、40～74 歳の喫煙率は全国を上回って

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 受動喫煙の状況（20 歳以上） 

令和４年の受動喫煙の機会を有する者の割合は、家庭（毎日）12.6％、職場（学校含

む）（毎日・時々）22.0％、飲食店（毎日・時々）13.8％です。 

健康増進法改正前と比較すると、職場、飲食店では、大幅に減少しています。 

【図５-15.受動喫煙の機会を有する者の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）休養・睡眠の状況 

令和４年の睡眠で休養がとれていない者の割合は、男性 18.5％、女性 22.3％です。

年代別では、男性は 30 歳代、女性は 50 歳代の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図５-１3.喫煙者の割合（R4）】 

出典：宮城県県民健康・栄養調査報告書 

（宮城県保健福祉部） 

出典：宮城県県民健康・栄養調査報告書（宮城県保健福祉部） 

【図５-１6.睡眠で休養がとれていない者 

の割合（R4）】 

【図５-17.性・年代別 睡眠で休養がとれて 

いない者の割合（R4）】 

出典：宮城県県民健康・栄養調査報告書（宮城県保健福祉部） 

【図５-14.喫煙者の割合（全国との比較）（R2）】 

出典：NDB オープンデータ（厚生労働省） 
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（5）歯と口腔の状況 

① 子どもの歯の状況 

 ３歳児のむし歯のない者の割合は、増加傾向にありますが、全国をやや下回る状況

です。 

 12 歳児の永久歯の一人当たり平均むし歯本数は、減少傾向にありますが、全国を

やや上回る状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 大人の歯と口腔に関する状況 

 令和４年の過去 1 年間に歯科検診を受診した者の割合は 46.2％でした。 

 令和４年の 50 歳以上における咀嚼良好者（「何でもかんで食べることができる」と

回答した者）の割合は、66.5％でした。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【図５-18.３歳児のむし歯のない人の割合】 【図５-19.12 歳児の永久歯の平均むし歯本数】 

出典：地域保健・健康増進事業報告（厚生労働省） 出典：学校保健統計調査（文部科学省） 

【図５-20. 過去 1 年間に歯科検診を受診

した者の割合】 
【図５-21.50 歳以上における咀嚼良好者の割合（R4）】 

出典：宮城県県民健康・栄養調査報告書（宮城県保健福祉部） 
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第３次プランにおいても、第１次プラン、第２次プランの基本理念を継承します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念、基本方針の実現のため、次の５つの視点を複合的に踏まえまがら、計画を推進し

ます。 

 

 

生活習慣病の発症予防、重症化予防の取組を強化します。また、生活機能の維持・向上の

観点も踏まえた取組を推進します。 

 

 

 

 

メタボリックシンドロームや生活習慣病の予防、重症化予防、生活機能の維持・向上のため、

個人の生活習慣や健康状態の改善につながる取組を推進します。 

 

 

 

第３章 

1．基本理念 

2．基本方針 

県民一人ひとりが生きがいを持ち、 

充実した人生を健やかに安心して暮らせる 

健康みやぎの実現 

（1）健康寿命の延伸 

（2）健康格差の縮小 

（3）予防対策の充実 

（4）連携と協働による、誰一人取り残さない、 

より実効性のある健康づくりの展開 

3．計画の視点 

視点① 生活習慣病の発症予防と重症化予防 

視点② 栄養・食生活、身体活動・運動、休養・睡眠、飲酒、喫煙、歯と口腔の健康に関する

生活習慣の改善 
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ライフコースアプローチ（胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時的に捉えた健康

づくり）を踏まえ、関連する他計画とも連携しながら、県民の各ライフステージに関わる関係機

関・団体と、連携・協働することにより、生涯にわたる切れ目のない健康づくりを県民と共に推

進します。 

 

 

 

健康への関心の薄い者も含め誰もが健康になれるよう、県民の生活に関わる多様な主体と

の連携・協働により、社会とのつながりやこころの健康を維持・向上できる環境、健康な食環境

や、身体活動・運動を促す環境をはじめとして、自然に健康になれる社会環境づくりを推進しま

す。 

 

 

 

人口減少、少子化・高齢化のさらなる進展による人口構造の変化、デジタル化の加速、働き

方の多様化、また、自然災害や新興感染症による健康危機など、将来予測やこれまでの経験

を踏まえながら、誰もが生きがいを持ち、安心して暮らせる社会を目指した健康づくりを推進し

ます。 

 

  

視点③ 生涯にわたる健康づくり県民運動の展開 

視点④ 健康を支え、守るための社会環境の質の向上 

視点⑤ 社会の変化を捉えた健康づくりの推進 

【基本方針と計画の視点のイメージ】 
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第３次プランでは、基本方針と計画の視点を踏まえながら、「健康水準の向上」と「ライフコ

ースアプローチ」の取組を設定しています。 

なお、関連する他計画と連携しながら、取組を推進します。 

１．健康水準の向上 連携する計画 

 〔生活習慣の改善〕 

  （1）栄養・食生活（アルコールを含む） 宮城県食育推進プラン 

  （2）身体活動・運動 宮城県スポーツ推進計画 

  （3）たばこ 

  （4）休養・睡眠 宮城県自死対策計画、宮城県地域医療計画 

  （5）歯と口腔の健康 宮城県歯と口腔の健康づくり基本計画 

〔生活習慣病の発症予防と重症化予防〕 

  （6）がん 宮城県がん対策推進計画、宮城県地域医療計画 

  （7）循環器疾患 宮城県循環器病対策推進計画、宮城県地域医療

計画 

  （8）糖尿病 宮城県地域医療計画 

  （9）COPD 

２．ライフコースアプローチ 

  （1）子ども みやぎ子ども・子育て幸福計画、宮城県教育振興

基本計画 

  （2）高齢者 みやぎ高齢者元気プラン 

  （3）女性 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4．取組分野 
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（1）健康寿命の延伸 

 

今後、人口減少や高齢化がさらに進展することを踏まえ、子どもから高齢者まで、県民誰も

がいきいきと活躍できるよう、生活習慣病や生活機能の低下を予防し、健康寿命のさらなる延

伸を目指します。 

〔現状と課題〕 

 第２次プランにおいて、健康寿命の延伸は最終的な目標とされており、本県の健康寿命は

令和元年には男性は 72.90 年、女性 75.10 年まで、男女とも順調に延伸してきました。 

 今後の人口構造の変化を踏まえると、誰もがより長くいきいきと活躍できるよう、さらなる

健康寿命の延伸に取り組む必要があります。 

〔施策の方向〕 

 本計画の基本方針、計画の視点を踏まえながら、各取組分野（29ｐ以降記載）の推進に

より、健康寿命の延伸を図ります。 

〔目標値〕 

項目 ベースライン値 目標値 

健康寿命の延伸 男性 R1 72.90 年 平均寿命の増

加分を上回る健

康寿命の増加 女性 R1 75.10 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 

１．基本方針 
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（2）健康格差の縮小 

 

健康寿命をはじめとする健康指標について、地域間の格差を解消し、どの地域でも持続可

能な社会が実現できるよう、格差の要因分析や、個人を取り巻く社会環境の質の向上を通じ

て、県全体の健康水準の底上げを目指します。 

〔現状と課題〕 

 第２次プランの最終評価では、健康寿命の最も長い市町村と最も短い市町村との差は、

男女とも縮小しましたが、女性の縮小は最も長い市町村の健康寿命が短くなったことによ

るもので、望ましい変化とはいえませんでした。 

 地域間の格差の縮小のためには、県全体での健康水準の底上げが必要であることから、

地域間の差を明らかにするとともに、その要因分析を行い、地域の関係機関と共有し、課

題解決の取組につなげていく必要があります。 

〔施策の方向〕 

（1）多様な主体による健康づくりの取組の促進 

市町村、企業、保険者、教育機関、関係機関・団体等と連携し、総合的に健康づくりに

取組むことで、各生活習慣等の健康水準の底上げを図り、健康寿命の延伸と健康格差の

縮小を目指します。また、より実効性のある取組となるよう、好事例の展開や、成果の見え

る化に取り組みます。 

（2）自然に健康になれる環境づくり 

県民の生活に関わる多様な主体とともに、食生活、身体活動、たばこ等の生活習慣に

関わる社会環境の質の向上を図ることにより、健康水準の向上を図り、もって健康格差の

縮小を目指します。 

（3）データ分析の充実による、より実効性のある取組の展開 

保健、医療、介護等の情報に加え、市町村ごとの健康課題や、食生活をはじめとする生

活習慣の状況や課題の把握・分析を行い、実効性のある保健事業への展開を図ります。 
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〔目標値〕 

項目 ベースライン値 目標値 

健康寿命の市町村格差の縮小 
男性 R2 

上位圏域 80.70 年 

下位圏域 78.64 年 
健 康 寿 命 の上

位 圏 域 の増 加

分を上回る下位

圏域の増加 女性 R2 
上位圏域 84.93 年 

下位圏域 82.72 年 

肥満者（BMI≧25）の割合の減少 

（40～74 歳） 

男性 R3 39.9％ 

全国平均を 

上回る改善 

女性 R3 25.1％ 

メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減

少（40～74 歳） 
R3 32.2％ 

運動の習慣者の増加（40～74 歳） 男性 R3 28.4％ 

女性 R3 23.2％ 

喫煙率の減少（40～74 歳） 男性 R3 36.7％ 

女性 R3 11.1％ 

妊娠中の飲酒をなくす R4 0.5％ 
0％ 

妊娠中の喫煙をなくす R4 1.4％ 
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（3）予防対策の充実 

 

高齢化の進展を踏まえると、生活習慣病の発症予防のみならず、重症化予防や、生活機能

の低下を予防する取組についても重要となることから、多様な主体との連携による予防対策の

充実を図り、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指します。 

〔現状と課題〕 

 第２次プランの最終評価では、メタボリックシンドロームや生活習慣の指標について「変わ

らない」または「悪化」という項目が多くみられました。 

 高齢化の進展を踏まえると、食生活、身体活動、歯と口腔の健康、人や社会とのつながり

等、総合的な生活機能の低下を予防する取組が必要となります。 

〔施策の方向〕 

（1）生活習慣病の発症予防 

各取組分野（29ｐ以降記載）の推進により、メタボリックシンドロームや生活習慣病の

発症予防に取組みます。 

（2）重症化予防 

関連計画と連携を図りながら、糖尿病性腎症や、脳血管疾患、心疾患など循環器疾患

の重症化予防対策に取組みます。 

（3）生活機能の低下の予防 

食生活、身体活動、歯と口腔の健康、人や社会とのつながり等、フレイル対策の観点も

踏まえながら、生活機能の低下を予防する取組を推進します。 

  

25



〔目標値〕 

項目 ベースライン値 目標値 

メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少

（40～74 歳） 
R3 32.2％ 23％ 

糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数の

減少 
R3 256 人 238 人 

脳血管疾患による年齢調整死亡率の

減少 

男性 R3 111.5 

減少かつ全国

値を下回る 

女性 R3 70.4 

心疾患による年齢調整死亡率の減少 
男性 R3 191.3 

女性 R3 121.1 

低栄養（BMI≦20）の高齢者の割合の

低下（65 歳以上） 

男性 R4 14.1％ 10％ 

女性 R4 20.5％ 15％ 

過去半年以内に、趣味やスポーツ、ボランティアな

どの活動を実施している高齢者の割合の増加

（65 歳以上） 

R4 35.4％ 45％ 
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（4）連携と協働による、誰一人取り残さない、 

より実効性のある健康づくりの展開 

 

年齢やライフステージ、健康への関心度、疾病等の有無、地域や社会状況等の違いによらず、

誰もが自らのウェル・ビーイング（Well-being＝身体的、精神的、社会的に良好な状態にある

ことを意味する概念）を向上させられるよう、個人を取り巻く社会の多様な主体との連携と協

働により、誰一人取り残さない、これまで以上に実効性のある健康づくりの展開を目指します。 

〔現状と課題〕 

 「スマートみやぎ健民会議」については、これまで会員企業・団体の増加に取り組んできま

したが、会員企業・団体が、より実効性のある取組を実践できるよう、活動の活性化や成

果の見える化にも取り組む必要があります。 

 健康に関心の薄い者も含めたアプローチのためには、知識の普及啓発に加え、健康を意

識しなくても自然に健康になれる社会環境の質の向上を図る必要があります。 

〔施策の方向〕 

（1）多様な主体による健康づくりの取組の促進 

スマートみやぎ健民会議を基盤とし、胎児期から高齢期まで全てのライフステージにお

ける、個人を取り巻く社会の多様な主体とともに、連携と協働により総合的に健康づくりに

取組むことで、誰一人取り残さない健康づくりを推進します。 

また、がんや循環器疾患などの疾患を抱える人も安心して暮らし、困ったときに身近な

ところで相談できるよう、関係機関との連携によりネットワークの醸成を推進します。 

（2）自然に健康になれる環境づくり 

県民の生活に関わる多様な主体との連携により、食生活、身体活動、たばこ等の生活

習慣に関わる社会環境の質の向上を図り、健康への関心の薄い者も含む幅広い対象へ

のポピュレーションアプローチを推進します。 

（3）PDCA サイクルによる実効性のある取組の展開 

保健、医療、介護等の情報に加え、市町村ごとの健康課題や、食生活をはじめとする生

活習慣の状況や課題の把握・分析を関係機関と連携して行い、PDCA サイクル推進の強

化による実効性のある保健事業への展開を図ります。 

また、スマートみやぎ健民会議をはじめとして、企業や団体による取組の好事例の展開

や、成果の見える化に取り組みます。 
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〔目標値〕 

項目 ベースライン値 目標値 

スマートみやぎ健民会議の会員数の増加 R4 919 1800 

スマートみやぎ健民会議の優良会員数の増加 R4 21 40 

スマートみやぎ健民会議応援企業数の増加 R4 49 70 

ヘルスサテライトステーションの数の

増加 

施設 R4 149 300 

市町村 R4 21 市町村 35 市町村 

健康的で持続可能な食環境づくりに参画する団体

の増加 
今後把握 今後設定 

運動教室や運動イベント等を実施している市町村

の数 
R4 

20 市町村

（参考値） 
35 市町村 

歩きやすい環境づくりに取組んでいる市町村の増

加 
R4 26 市町村 35 市町村 

受動喫煙の機会を有する人の

割合の低下 

家庭（毎日） R4 12.6％ 

０％ 

職場 

（毎日・時々） 
R4 ２２．０％ 

飲食店 

（毎日・時々） 
R4 １３．８％ 

過去半年以内に、趣味やスポーツ、ボランティアな

どの活動を実施している人の割合の増加 

（20 歳以上） 

R4 38.8％ 45％ 
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〔生活習慣の改善〕 

（1）栄養・食生活分野（アルコールを含む） 

〔現状・優先すべき課題〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔目指す健康みやぎの姿〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社会の姿】 

 多様な主体の連携・協働の促進による「自然に健康になれる持続可能な食環境づく

り」の実現 

 栄養・食生活の実態を定期的に集積し、社会や個人において、実効性が高い取組を

実践 

 地域や職場など共食機会の増加による、食事の質の向上及び食を通じた地域社会

のつながりの促進 

【個人の姿】 

 適切な食習慣・食行動の実践により、ライフコースを通じて適正体重を維持 

 健康・栄養情報の活用が促進され、アルコールを含め、食品の選択、食塩、野菜など

食の適量摂取などを実践し、生活習慣病の予防が図られ健康・栄養状態が向上 

 20 歳以上の肥満者の割合は男女とも増加していますが、一方で「女性のやせ」は

全世代で増加するなど二極化しています。さらに、肥満傾向児の出現率は全国より

高く、また、高齢者の低栄養の割合も増えており、「適正体重の維持」はライフコース

を通した課題です。 

 20～30 歳代の朝食欠食者の割合は男性が大幅に減少しましたが、女性が増加

し、性差がなくなりました。引き続き、適切な食習慣の確立に向けて取り組む必要が

あります。 

 食塩摂取量は、男女ともに減少してきました。野菜摂取量、果物摂取量については

減少しており、循環器病・がん予防対策としても、適量摂取の普及啓発の拡充が必

要です。 

 生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している割合が増加しており、飲酒習慣につ

いても正しい情報の提供などの取組が必要です。 

 適切な栄養・食生活の実践に向けて、食環境の改善を進めるとともに実効性を上げ

るため、県民の食習慣・食行動、地域特性などを反映した取組が必要です。 

2．取組分野 

2-1．健康水準の向上 
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〔施策の方向〕 

（1）健康的で持続可能な食環境づくりの推進 

健康な食事へのアクセスや正しい栄養・食生活の情報アクセスが容易になることで、減

塩や野菜摂取増加など食生活の改善を後押し、自然に健康になれる食環境づくりを展開

します。 

推進に当たっては、企業・大学・マスコミなど、食や情報を支える関係機関・団体と連

携・協働し、多様な主体が参画している「宮城県食育推進プラン」と連動した宮城らしい

「健康な食事」が実践しやすい、持続可能な食環境づくりを推進します。 

さらに、地域の特性を踏まえて、市町村が実施する食環境づくりの取組との連動を図り

ます。 

（2）栄養・食生活に関する正しい情報の発信 

バランスのとれた食生活や、食品選択、食事の適量摂取など適切な食習慣・食行動の

定着を促すため、多方面からの食育活動を推進します。また、食環境づくりの一環として、

デジタル技術の活用やインターネット、SNS、マスメディア等との連携による、栄養・食生活

や食品の栄養成分表示の活用など正しい情報にアクセスしやすい環境づくりを推進しま

す。 

特に、生活習慣病予防のため、野菜、食塩、アルコールなど食品の選択や栄養成分表

示などの健康・栄養情報の活用について普及啓発を図ります。 

（3）効果的な栄養・食生活の実態把握の実施と適切な情報の発信 

市町村や大学等と連携し、定期的に県民の栄養・食生活のモニタリングによる、効果的

な減塩対策や、栄養・食生活の見える化など新たな普及方策を検討し、展開します。 

正しい情報の伝達を図るため、管理栄養士や食生活改善推進員等のボランティアな

ど、栄養・食生活に関わる人材育成を県栄養士会ほか関係団体との連携・協力により実

施します。 

（4）食を通じた地域・社会とのつながりの促進 

共食の機会の増加により、食事の質の向上が期待されていることから、その意義につい

て普及啓発を図ります。 

市町村や食生活改善推進員活動などの地域活動に加え、職場や施設等で共食や食

の体験の機会の増加について多様な主体の連携・協働により推進します。 
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食生活改善推進員、 

給食施設など 

 

 

 

 企業、大学、スマートみやぎ健民会議、みやぎ食育応援団ほか食品関係団体等との連携・

協働により、自然に健康になれる持続可能な食環境づくりを推進し、肥満予防や野菜摂

取・減塩対策等を推進します。 

 市町村、各栄養士会、特定給食施設、食生活改善推進員等などと連携し、適切な栄養・

食生活の実践に向けた地域の取組の活発化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

〔主な取組〕 

施策の方向 取組の概要 連携・協働体制 

① 健康的で持続可能

な食環境づくり 

 多様な主体との連携・協働により、健康な

食事や健康・栄養情報へのアクセスが容

易になり、適切な食生活の実践をサポート

します。 

 

② 栄養・食生活に関す

る正しい情報の発信 

 食環境づくりや宮城県食育推進プランと

連動し、情報のデジタル化や SNS、マスメ

ディアとの連携により多方面からの情報発

信を推進します。 

 

③ 効果的な栄養・食生

活の実態把握の実

施と適切な情報の

発信 

 みやぎのデータヘルスの推進による健康

課題の集積に加え、頻度高い栄養・食生

活の実態把握により、実効性が高い取組

につなげます。 

 普及啓発に関わる管理栄養士等の人材

育成を図ります。 

 

④ 食を通じた地域・社

会とのつながりの促

進 

 共食等の機会の増加による食事の質の向

上を図るとともに、食を通じた社会参加に

つながるよう取り組みます。 

 

 

連携と協働による推進体制 

 

子ども：望ましい食習慣の形成と定着による適正体重の維持（肥満傾向児の減少） 

高齢者：豊かでバランスの取れた食生活の実践による低栄養・フレイルの予防 

女 性：適切な栄養・食生活の実践による適正体重の維持（やせの減少） 

ライフコースアプローチ 
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〔目標値〕 

項目 ベースライン値 目標値 

適正体重を維持している者の増加（BMI18.5

以上 25 未満、65 歳以上は BMI20 をこえ 25

未満） 

R4 56.6％ 66% 

児童・生徒における肥満傾向児の減少（小学５

年生） 
R3 13.23％ 10.96％ 

食塩摂取量の減少（20 歳以上男性） R4 11.2g 7.5g 

食塩摂取量の減少（20 歳以上女性） R4 9.7g 6.5g 

野菜摂取量の増加 R4 275.2g 350g 

果物摂取量の改善 R4 83.7g 200g 

朝食欠食者の割合の減少（20～30 歳代男性） R4 18.9％ 10％ 

朝食欠食者の割合の減少（20～30 歳代女性） R4 19.7％ 10％ 

主食・主菜・副菜を組み合わせている人の増加 R4 73.3％ 80％ 

食事の適量を心がけて食べるようにしている人の

割合の増加 
R4 82.8％ 95% 

栄養成分表示を参考にしている人の割合の増加 R4 
45.4％ 

（参考値） 
60％ 

健康的で持続可能な食環境づくりに参画する団

体の増加 
今後把握 今後設定 

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している

人の割合の低減（20 歳以上男性） 
R4 17.6％ 15% 

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している

人の割合の低減（20 歳以上女性） 
R4 9.4％ 8.5% 

適度な飲酒量を知っている人の割合の増加 R4 54.6％ 100% 

妊娠中の飲酒をなくす R4 0.5％ 0％ 
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（2）身体活動・運動分野 

〔現状・優先すべき課題〕 

 

 

 

 

 

 

〔目指す健康みやぎの姿〕 

 

 

 

 

 

〔施策の方向〕 

（1）身体活動や歩数増加の機会の増加 

保育・教育委機関、職場、地域などにおいて、身体を動かすレクリエーションや

スポーツ、歩数増加などのイベントが実施され、定着することにより、運動習慣や

身体活動量増加の契機となるよう、スマートみやぎ健民会議をはじめとし、様々な

主体による取組を促進します。 

（2）歩きやすい・歩きたくなるまちづくり 

歩くことは、健康増進にとどまらず、街を歩くことによって生まれる様々な交流

がコミュニティ活動や社会参加を促し、フレイル予防の効果も期待されることから、

庁内他部局と連携し、「歩きやすい・歩きたくなる」まちづくりを推進します。 

（3）PHR の活用促進 

健診データ等から、歩数や身体活動量の増加など自身の健康管理に利活用できる

よう、PHR の基盤を構築し、活用を促進します。 

（4）身体活動・運動に関する情報発信 

 自分の１日の歩数や身体活動量の意識付けが図られるよう、適切な身体活動量や

実践方法等に関する正しい知識の普及啓発に取組みます。 

【社会の姿】 

 地域や職場などにおける、歩数増加や身体活動・運動イベント等の増加と定着 

 出かけたくなる、歩きやすい・歩きたくなる、まちづくりの実現 

 保健情報と歩数等のデータを組み合わせて活用できる情報基盤の整備 

【個人の姿】 

 日常における身体活動量・運動量の増加 

 メタボ予防、生活習慣病予防、フレイル予防のための、自分にあった運動習慣

の定着 

 1 日の歩数は、全国と比較して少なく※、また、目標値未満の者の割合は約 7 割

という状況です。（※H28 国民健康・栄養調査） 

 運動習慣者の割合は、2～3 割程度と、低い状況です。 

 児童の運動時間が全国より短い状況です。このことは、肥満への影響や、大人

になってからの運動習慣への影響が懸念されます。 
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 市町村、保育・教育機関、大学、スマートみやぎ健民会議、民間事業者やメディ

ア等と、身体活動や歩数増加の機会の提供の増加に取組みます。 

 庁内関係部署と健康まちづくりの実現について検討するとともに、市町村におけ

る「歩きやすい・歩きたくなる」まちづくりを支援します。 

 市町村や保険者と、ＰＨＲの活用促進に取組みます。 

 

 

 

 

 

〔主な取組〕 

取組 概要 連携・協働体制 

① 身体活動や歩数増

加の機会の増加 

 保育・教育機関、職場、地域などにおける、多

様な主体による取組の促進 

（例） 

・スマートみやぎ健民会議やヘルスサテライトステーシ

ョンの活動促進 

・企業・団体等による、運動やウォーキングイベント 

・通いの場の充実と利用促進 

 

 

 

 

 

② 歩きやすい・歩きたく

なるまちづくり 

 ウォーキングコースの活用や、スポーツイベン

ト、観光等と連動した取組 

 市町村と連携した「歩きやすい・歩きたくな

る」の実現に向けた取組 

 

 

 

③ PHR の活用促進  PHR のための基盤整備と活用促進  

 

 

④ 身体活動・運動に関

する情報発信 

 インターネットをはじめ、多様な手段・機会を

利用した、身体活動・運動に関する正しい知

識や情報の発信 

 ヘルスサテライトステーションの拡大と、活動

の充実 

 特定保健指導の実施率向上 

 

 

 

 

 

 

 

連携と協働による推進体制 

 

子 ども：体力向上や、体を動かすことへの意欲を高める取組の推進 

高齢者：フレイル予防と連動した取組の推進 

女 性：骨粗鬆症の発症予防、骨折・転倒予防の観点も踏まえた取組の推進 

 ライフコースアプローチ 
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〔目標値〕 

項目 ベースライン値 目標値 

日常における歩数の増加 20～64 歳男性 R4 7263 歩 
8000 歩以上 

20～64 歳女性 R4 6413 歩 

65 歳以上男性 R4 4402 歩 
6000 歩以上 

65 歳以上女性 R4 5018 歩 

日常における歩数が目標値未

満の者の割合の減少 

20～64 歳：8000 歩 

65 歳以上：6000 歩 

20～64 歳男性 R4 67.7％ 

60％以下 
20～64 歳女性 R4 74.0％ 

65 歳以上男性 R4 71.2％ 

65 歳以上女性 R4 65.7％ 

運動の習慣化 

（運動習慣者の割合の増加） 

20～64 歳男性 R4 15.5％ 
25％ 

20～64 歳女性 R4 12.2％ 

65 歳以上男性 R4 24.8％ 
30％ 

65 歳以上女性 R4 16.8％ 

運動やスポーツを習慣的に行っ

ていないこどもの減少（1 週間

の総運動時間（体育授業を除

く。）が 60 分未満の児童の割

合） 

小学 5 年生男子 R4 9.8％ 4.9％以下 

小学 5 年生女子 R4 17.0％ 8.5％以下 

自分の 1 日の歩数を知っている人の増加 R4 33.2％ 65％ 

運動教室や運動イベント等を実施している市町村

の数 
R4 

20 市町村

（参考値） 
35 市町村 

歩きやすい環境づくりに取組んでいる市町村の増

加 
R4 26 市町村 35 市町村 
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（3）たばこ 

〔現状・優先すべき課題〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔目指す健康みやぎの姿〕 

 

 

 

 

 

 

〔施策の方向〕 

（1）多様な主体による喫煙の健康影響に関する普及啓発 

多様な主体と連携し、各種イベントやキャンペーンなどを活用して、喫煙及び受動喫煙

の健康影響に関する知識の啓発や禁煙に関する情報提供を行います。 

市町村や医療機関と連携を図りながら、妊娠中の喫煙による妊婦や胎児への影響等

の知識の普及に取り組みます。 

２０歳未満の喫煙防止のため、児童・生徒や保護者に向けた啓発など学校保健と連携

した取組を推進するとともに、喫煙の健康影響に関する認識を深め、社会全体で未成年

者を喫煙の影響から守ろうとする機運の醸成に向けた啓発も行います。 

 

 

【社会の姿】 

 健康増進法を順守し、望まない受動喫煙が生じない環境づくりの実現 

 禁煙希望者が禁煙外来のある医療機関や禁煙支援薬局などで禁煙指導を受け、

禁煙ができる環境整備 

【個人の姿】 

 喫煙や受動喫煙の健康影響の知識の普及啓発により、禁煙希望者の増加 

 禁煙希望者が自分に合った禁煙支援の方法を選択し、禁煙を実現 

 周囲に子ども、妊婦、高齢者等などがいるときは喫煙をしない意識の定着 

 ２０歳以上の喫煙率は減少傾向にありますが、禁煙を希望しながらも実行できてい

ない方が一定数みられる状況があります。 

 妊娠中の喫煙は、母子の健康に危険を及ぼす可能性が高いことから取組を推進す

る必要があります。 

 喫煙の健康影響に関する知識の普及は改善がみられず、意識向上のための取組が

必要です。 

 家庭、職場、飲食店において受動喫煙の機会があり、特に家庭や職場における子ど

もや妊婦への健康影響が懸念されます。 
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（2）望まない受動喫煙が生じない環境づくり 

制度の周知と健康増進法を順守した受動喫煙防止対策が徹底されるように取組を行

います。また、受動喫煙防止のための社会環境整備に取り組む施設を増やし、職場や飲

食店における受動喫煙のない環境づくりを推進します。 

子どもや妊婦に与える受動喫煙の健康影響についての理解を深め、家庭での受動喫

煙防止対策に対する意識の向上を図ります。 

（3）禁煙支援に係る情報発信 

喫煙者が禁煙を意識する機会が持てるような啓発を実施し、禁煙を実施するための支

援策を講じます。また、禁煙外来のある医療機関や禁煙支援薬局などの情報提供を行い、

禁煙に向けた支援を推進していきます。 

（4）喫煙の健康影響に関する知識の普及 

喫煙や受動喫煙の健康影響に関する意識向上のため普及啓発活動を一層推進します。

特に、胃潰瘍や歯周病とのかかわりに関する知識については、更なる普及に向けた啓発

の強化を行います。 

 

 

 

 スマートみやぎ健民会議を核として、産学官で連携して喫煙の健康影響に関する知識の

普及啓発、受動喫煙防止対策、禁煙支援等を推進します。 

 

 

 

  

連携と協働による推進体制 

 

子 ども：未成年者の喫煙防止や受動喫煙の健康影響に関する啓発強化 

高齢者：喫煙と生活習慣病の関連についての啓発強化、禁煙支援に関する情報提供 

女 性：妊娠中の喫煙や受動喫煙の健康影響に関する啓発強化、禁煙支援に関する 

情報提供 

ライフコースアプローチ 

37



〔主な取組〕 

施策の方向 取組の概要 連携・協働体制 

① 多様な主体による喫

煙の健康影響に関

する普及啓発 

 世界禁煙デー及び禁煙週間、みやぎ受動

喫煙ゼロ週間、イベントやセミナーの各種

事業において、喫煙及び受動喫煙の健康

影響に関する知識や意識の向上のための

普及啓発。 

 県政ラジオ、県政だより、パネル展示、県ホ

ームページ等を活用した広報活動。 

 禁煙支援薬局や市町村等での禁煙に関

する啓発資材の設置等 

 小、中学校、高等学校への出前講座など

の防煙教育の実施。 

 

② 望まない受動喫煙

が生じない環境づく

り 

 上記①の取組概要に加えて、パンフレット

の配布等による啓発の実施。 

 宮城受動喫煙防止ガイドラインの啓発、職

域と連携した「受動喫煙防止宣言施設登

録制度」の普及を図り、職場における受動

喫煙防止を促進する。 

 保健所による相談、支援体制の整備によ

る、飲食店等において健康増進法を遵守

した受動喫煙防止対策が徹底されるよう

に取組を実施。 

 

③ 禁煙支援に係る情

報発信 

 禁煙希望者が禁煙外来のある医療機関

や禁煙支援薬局などで指導が受けられる

よう、県のホームページ等における情報提

供。 

 市町村、保健所等での禁煙支援の充実や

情報提供、医療機関や禁煙支援薬局等と

連携した禁煙支援の推進。 

 

④ 喫煙の健康影響に

関する知識の普及 

 上記①の取組概要に加えて、特に歯周病に

関しては、歯科保健の事業と連動した取り組

みを実施。 
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〔目標値〕 

項目 ベースライン値 目標値 

喫煙の健康影響に関する知識

の普及（20 歳以上） 

肺がん R4 ８２．７％ 

１００％ 

ぜんそく R4 ６８．５％ 

気管支炎 R4 ６９．９％ 

心臓病 R4 ５０．９％ 

脳卒中 R4 ５４．６％ 

胃潰瘍 R4 ３５．３％ 

妊娠等 R4 ７８．７％ 

歯周病 R4 ４４．４％ 

COPD R4 ６１．７％ 

20 歳未満の喫煙をなくす 今後把握 ０％ 

喫煙率の減少（20 歳以上） 

総数 R4 １８．８％ １２．０％ 

男性 R4 ３１．１％ ２０．０％ 

女性 R4 ７．２％ ４．０％ 

妊娠中の喫煙をなくす R4 1.4％ ０％ 

受動喫煙の機会を有する人の

割合の低下 

家庭（毎日） R4 １２．６％ 

０％ 

職場 

（毎日・時々） 
R4 ２２．０％ 

飲食店 

（毎日・時々） 
R4 １３．８％ 
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（4）休養・睡眠 

〔現状・優先すべき課題〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔目指す健康みやぎの姿〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔施策の方向〕 

（1）職域保健との連携による健康な職場環境づくり 

 健康経営の推進とあわせ、十分な休息時間が確保できる職場環境づくりを推進し

ます。 

（2）心身の健康づくりを支えるネットワークの醸成 

趣味、ボランティア活動、自主グループや地域の健康教室等への参加や就労等の

社会参加をとおして人や社会とつながり、身近で相談できる環境づくりのため、地

域や職域など様々な場面でのネットワーク醸成を推進します。 

（3）休養や睡眠に関する情報発信 

 ストレスや心の健康に関する普及啓発と合わせて、適度な睡眠の重要性や、より

良い睡眠のための生活習慣について普及啓発を行います。 

【社会の姿】 

 長時間労働のない、十分な休息時間が確保できる職場環境の普及 

 地域や職域における心身の健康づくりを支えるネットワークの醸成 

【個人の姿】 

 より良い睡眠がとれる生活習慣の確立 

 自分にあった方法でストレスを上手に解消できる 

 社会参加をとおして人や社会とつながり、困ったときに身近に相談できる相手がいる 

 睡眠により休養をとれていない者の割合は約２割です。 

 より良い睡眠をとることは、心身の健康の保持・増進において極めて重要です。

睡眠不足は循環器疾患の発症リスクや死亡率の上昇にも関与することから、誰

もが適切な睡眠がとれる生活習慣を確立する必要があります。 

 また、働き方が多様化するなか、メンタルヘルスが課題となっている働き盛り

世代に対しては、職域保健と連携した心身の健康づくり対策が必要です。 

 心身の健康維持のためには、人や社会とのつながりも重要であり、地域や職域

におけるソーシャルキャピタル（地域に根差した信頼やネットワーク）の醸成

を促すことが重要とされています。 
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 労働安全衛生行政機関や、産業保健総合支援センター、地域産業保健センター、保

険者や事業所等との連携を強化し、地域・職域連携による健康な職場環境づくりを

推進します。 

 市町村、医療・福祉関係団体、教育機関、大学、住民による地区組織、民間事業者

等と多様な主体と相互に理解の促進を図りながら、ネットワークの醸成を図ります。 

 

 

 

 

 

〔主な取組〕 

取組 概要 連携・協働体制 

① 職域保健との連携

による健康な職場づ

くり 

 県全体及び各圏域における、地域・職域連

携による課題共有とその解決に資する取

組の推進 

 

 

② 心身の健康づくりを

支えるネットワークの

醸成 

 ボランティア活動や自主グループの活動、

地域の健康教室等、社会参加を促す情報

の発信及び孤立を防ぐ包括的な相談支援

体制の構築 

 

 

 

 

 

③ 休養や睡眠に関す

る情報発信 

 インターネットをはじめ、多様な手段・機会

を利用した、休養や睡眠、心の健康に関す

る正しい知識や情報の発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携と協働 

 

子 ども：メディアコントロールを含めた、基本的生活習慣の確立のための取組の推進 

高齢者：社会参加の促進と、生活不活発の予防、アルコール対策と合わせた適度な休

養・睡眠のための取組の推進 

女 性：女性ホルモンの変化やライフイベントによる環境変化など、女性特有のストレス

を踏まえた取組の推進 

ライフコースアプローチ 
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〔目標値〕 

項目 ベースライン値 目標値 

睡眠による休養がとれている者の割合 R4 79.5％ 85％ 

睡眠時間が十分に確保できている者の増加 

（睡眠時間 6～9 時間（60 歳以上は 6～8 時間）

の者の割合） 

今後把握 今後設定 

ストレスを上手に解消できている人の割合の増加

(解消方法は問わず) 
R4 59.7％ 80％ 

悩みなどを気軽に相談できる相手がいる者の増

加 
R4 61.0％ 70％ 

自殺死亡率(人口 10 万対)の減少 R4 14.1 （R8）12.1 
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（5）歯と口腔の健康 

〔現状・優先すべき課題〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔目指す健康みやぎの姿〕 

 

 

 

〔施策の方向〕 

（1）乳幼児期及び少年期の歯科口腔保健対策の重点化 

妊産婦期から少年期にわたる定期的な歯科検診の実施や歯みがき等の適切な生

活習慣の確立を支援する保健指導体制の強化と併せて、フッ化物応用等による効果

的な歯科口腔保健対策の普及など、歯と口腔の健康づくりに取り組みます。 

（2）歯周病予防対策の強化 

定期的な歯科受診による歯周病等の歯周疾患の早期発見や予防対策に取り組む

とともに、職場環境の改善を支援していく他、家庭・職場等の社会環境が生活習慣

に及ぼす影響の重要性についても理解の促進を図ります。 

また、歯と口腔の健康と全身の健康の関係性について、知識の普及啓発を推進し

ます。 

【社会の姿】 

 歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の整備 

【個人の姿】 

 生涯にわたる歯・口腔の健康を実現 

 幼児や児童・生徒のむし歯の状況については改善傾向にあり、全国との差も縮

まってきています。 

 口腔機能の維持は、食事や会話にも密接に関連するものであり、健康寿命の延

伸の観点からも重要です。また、青・壮年期からの歯の喪失防止等の対策が、

高齢期の口腔機能の維持につながることから、青・壮年期からの啓発に努める

ことが重要となります。 

 また、歯と口腔の健康が糖尿病や認知症など全身の健康にも影響することか

ら、歯と口腔の健康づくりへの取組は重要です。 

 「過去１年間に歯科検診を受診した人の割合」は、令和 4 年の県民健康・栄養

調査では 46.2%と増加傾向にありますが、歯周疾患検診を含め、より多くの人

が検診を受け、自分の歯と口腔の健康状態を把握し、歯と口腔の健康を維持し

ていくことが重要です。 
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（3）要介護者、障害児・者への歯科口腔保健対策の充実 

要介護者や支援を必要とする障害児・者が身近なところで歯科口腔保健サービス

を受けられる体制を整備するため、住民等と医療機関を結ぶ調整窓口を整備し、多

職種と連携した支援に取り組み、今後も対策の更なる充実と連携の促進を図ります。 

（4）施策の展開による連携づくりの推進 

今後さらに市町村、歯科医師会等の歯と口腔の健康づくりに関係する機関が、歯

科口腔保健対策を一体的かつ総合的に取り組むことが可能となるように、各関係機

関に期待される取組を明確にするとともに、歯科口腔保健対策を継続的に実施し、

重層的かつ効果的に歯と口腔の健康づくりに取り組む体制を強化していきます。 

 

 

 

 市町村、子育て・教育機関、職域、医療関係団体、医療保険者、民間事業者等との連

携により、乳幼児期から高齢期まで、切れ目のない歯科保健対策を推進します。 

 

 

 

 

 

〔主な取組〕 

施策の方向 取組の概要 連携・協働体制 

① 乳幼児期及び少年

期の歯科口腔保健

対策の重点化 

 フッ化物応用等の効果的な歯科口腔保健

対策の普及啓発 

 教育教材の作成等による歯科口腔保健教

育、歯科口腔保健活動の推進 

 

② 歯周病予防対策の

強化 

 イベントや研修会等の機会を捉えた歯周

病予防対策の普及啓発 

 喫煙、受動喫煙防止対策と連携した歯周

病予防対策の啓発 

 事業所が取り組む歯科検診や研修等の

優良事例に関する情報提供 

 

 
 
 

連携と協働による推進体制 

 

子 ども：望ましい歯科保健行動の定着に向けた普及啓発の推進 

高齢者：歯と口腔の健康維持のための口腔機能低下への対策の推進 

女 性：妊産婦やその家族への歯科口腔保健の啓発 

ライフコースアプローチ 
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施策の方向 取組の概要 連携・協働体制 

③ 要介護者、障害児・

者への歯科口腔保

健対策の充実 

 要介護者・障害児・者が口腔ケアや歯科

保健指導を受けやすい環境整備・在宅歯

科医療・口腔ケア従事者の確保及び資質

向上 

 

 

④ 施策の展開による連

携づくりの推進 

 口腔保健支援センターの設置により歯科医

療保健を担当する歯科医師及び歯科衛生

士を配置し、関係団体の連携による歯科口

腔保健推進体制を強化 

 

 

〔目標値〕 

項目 ベースライン値 目標値 

３歳未満のむし歯のない人の割合の増加 R3 87.4% 95%以上 

12 歳児の一人平均むし歯の本数 R3 0.9 本 0.6 本以下 

50 歳以上における咀嚼良好者の割合の増加 R4 66.5% 80%以上 

歯周疾患やむし歯の予防により、80 歳で 20 歯以

上の自分の歯を有する人の割合の増加 
R4 44.1% 85%以上 

過去１年間に歯科検診を受診した人の割合の増

加 
R4 46.2% 65%以上 
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〔生活習慣病の発症予防と重症化予防〕 

（6）がん 

〔現状・優先すべき課題〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔目指す健康みやぎの姿〕 

 

 

 

 

〔施策の方向〕 

（1）がんの予防と早期発見に関する普及啓発 

がんとがんの予防と早期発見の重要性を普及啓発し、がんの罹患者の減少を目指

すとともに、がんになったとしても自分らしい生活が送れる社会を目指し、がんの

予防とがんという病気そのものに対する理解を進めます。 

（2）がん検診の推進 

県民が利用しやすい検診体制の構築と受診勧奨・再勧奨を推進し、がんの早期発

見・早期治療を促します。「職場におけるがん検診に関するマニュアル」の周知を

図り、働く人のがん検診の推進を図ります。 

 

【社会の姿】 

 がんの年齢調整死亡率（７５歳未満）の減少 

 がん検診の受診率の向上 

【個人の姿】 

 がんの危険因子となる生活習慣（喫煙、食生活、運動習慣等）の改善 

 がん検診の定期的な受診と精密検査の確実な受診 

 「がんの 75 歳未満年齢調整死亡率の減少」については、目標値を達成できま

したが、全国的にも減少しており、令和３年は全国値を上回りました。 

 市町村におけるがん検診では受診者数が令和２年度に最も減少し、その後回復

しているものの、新型コロナウイルス感染症流行前までには戻っていません。

職場検診も含め、改めてがんの早期発見の重要性と検診の受診勧奨の啓発が重

要です。また、若い年代の受診者率が低く、検診の意義等の啓発と受診勧奨の

強化が必要です。 

 予防可能ながんのリスク因子である喫煙、食生活、運動習慣等などの生活習慣

の改善等へのさらなる取組が必要です。 
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（3）がん検診の精度管理 

宮城県生活習慣病指導管理協議会の各がん検診部会において、市町村等のがん検

診の結果等からみえた検診実施について指導助言を行い、効果的ながん検診を推進

します。 

○ 第 4 期宮城県がん対策推進計画に基づき各施策を推進し、効率的かつ持続可能なが

ん対策を進め、がんの死亡者の減少を実現することを目指します。 

 

 

 

「がん啓発及びがん検診の受診率向上に向けた包括的連携に関する協定」を締結

した企業・団体、スマートみやぎ健民会議の応援企業、がん診療連携拠点病院等を

中心とした医療機関との連携による普及啓発活動を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

〔主な取組〕 

施策の方向 取組の概要 連携・協働体制 

① がんの予防と早期

発見に関する普及

啓発 

 医療機関、企業、団体等との連携による

普及啓発活動の推進 

 

 

 

 

② がん検診の推進  市町村や職場におけるがん受診率の向

上に向けた取組の推進 

 

 

③ がん検診の精度管

理 

 宮城県生活習慣病指導管理協議会の各

がん検診部会による助言指導 

 

 

 

連携と協働による推進体制 

 

子 ども：学習指導要領に基づき、児童生徒の発達段階に応じたがん教育の推進による理

解の促進 

高齢者：がんの罹患者数が多いため、がん検診の精密健診の該当者の受診勧奨の徹底 

女 性：乳がん、子宮がんなど、特に若年層のがん啓発及びがん検診の受診率向上 

子宮頸がんワクチンの接種の促進及びキャッチアップ接種の対象者に対する適切

な情報提供に基づく正しい理解の促進 

ライフコースアプローチ 
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〔目標値〕 

項目 ベースライン値 目標値 

がんによる年齢調整死亡率の減少 

（75 歳未満） 
R3 67.7 

減少 

（検討中） 

がんの罹患率の減少 R1 395.0 
減少 

（検討中） 

がん検診受診率の向上 

 

胃がん R4 55.3％ 

70％ 

（検討中） 

肺がん R4 72.2％ 

大腸がん R4 59.8％ 

子宮がん R4 54.3％ 

乳がん R4 58.7％ 
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（7）循環器疾患 

〔現状・優先すべき課題〕 

 

 

 

 

 

 

 

〔目指す健康みやぎの姿〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔施策の方向〕 

（1）メタボ予防・改善のための生活習慣が実践しやすい環境づくり 

 減塩や野菜摂取がしやすい食環境、歩きやすい・歩きたくなる健康まちづくり、

受動喫煙のない社会環境、長時間労働のない健康な職場環境、PHR による健診デー

タやライフログデータを確認できる基盤づくり等により、メタボリックシンドロー

ムの予防・改善に資する社会環境づくりを推進します。 

（2）特定健診受診率向上と特定保健指導実施率向上の取組の強化 

 保険者協議会と連携し、特定健診の受診率向上と、質の高い特定保健指導のため

の取組を強化します。 

（3）データ分析による、より実効性のある取組の展開 

 保健、医療、介護等のデータ分析に加え、栄養・食生活の調査分析の充実や、PHR

データの利活用等により、地域ごとや、保険者ごとの健康状況の見える化を行い、

関係機関と連携して、より実効性のある取組を展開します。 

（4）循環器疾患に関する情報発信・相談支援 

循環器疾患を抱える方やその家族が安心して生活できるよう、医療、福祉、介護、

就労支援や患者会等に関する情報提供、相談支援に取組みます。 

【社会の姿】 

 メタボリックシンドローム予防・改善に資する、自然に健康になれる環境づくり 

 より効果的な特定保健指導や保健事業が提供される社会の実現 

【個人の姿】 

 メタボリックシンドロームや生活習慣病を予防する生活習慣の実践と定着 

 特定健診の受診と、特定保健指導の対象となった場合には指導を受け、生活

習慣を改善する（人の増加） 

 脳血管疾患の年齢調整死亡率は、男女とも依然として全国値を上回っている状況が

続いています。 

 メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合は、全国値よりも高く、特定健診が開

始されて以降、全国下位を推移しています。 

 今後の高齢化の進展を鑑みると、メタボリックシンドロームを予防・改善し、生活習慣

病への進行を防ぐことが、より一層重要になります。 
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 スマートみやぎ健民会議を基盤とし、市町村、医療保険者、職域、大学、関係機

関、民間事業者等と連携し、メタボ予防・改善に資する社会環境づくり、特定健

診受診率向上や特定保健指導の実施率向上のための取組を推進します。 

 市町村、保険者、大学、民間事業者等と連携し、健康に関するデータ分析の充実

化を図り、県民の健康特性に応じた効果的な保健事業を推進します。 

 宮城県脳卒中・心臓病等総合支援センター（東北大学病院内に設置）を中心に循

環器病に関する患者等への適切な情報提供・相談支援に取組みます。 

 

 

 

 

〔主な取組〕 

施策の方向 取組の概要 連携・協働体制 

① メタボ予防・改善のための

生活習慣が実践しやすい環

境づくり 

 減塩や野菜摂取がしやすい食

環境づくり 

 

 

 

 

 

 歩きやすい・歩きたくなる健康ま

ちづくり 

 受動喫煙のない社会環境づくり 

 長時間労働のない健康な職場

環境づくり 

 PHR の利用促進 

② 特定健診受診率向上と特定

保健指導実施率向上の取組

の強化 

 好事例の収集と横展開  

  特定健診・特定保健指導の従事

者育成 

③ データ分析による、より実

効性のある取組の展開 

 みやぎのデータヘルス推進  

  栄養・食生活に関する調査分析

の充実 

 PHR データの利活用 

④ 患者等への適切な情報提供・

相談支援 

 宮城県脳卒中・心臓病等総合支

援センターによる循環器病に

関する情報提供及び相談支援

や地域の医療機関の診療及び

患者支援機能向上 

 

連携と協働による推進体制 

 

子 ども：子どものころからの健康な基本的生活習慣の定着 

高齢者：保健事業と介護予防の一体的実施との連動による取組の推進 

女 性：若いころからの栄養・食生活、運動習慣、睡眠等における、望ましい生活習慣の

定着 

ライフコースアプローチ 
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〔目標値〕 

項目 ベースライン値 目標値 

メタボリックシンドロームの概念を知っている人の

割合の増加 
R4 60.9％ 80％ 

メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少 R3 32.2％ 23％ 

特定健診の受診率の向上 R3 61.7％ 70％ 

特定健診保健指導の実施率の向上 R3 25.1％ 45％ 

脳血管疾患による年齢調整死亡率の減

少 

男性 R3 111.5 

減少かつ全国値

を下回る 

女性 R3 70.4 

心疾患による年齢調整死亡率の減少 
男性 R3 191.3 

女性 R3 121.1 
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（8）糖尿病 

〔現状・優先すべき課題〕 

 

 

 

 

 

 

 

〔目指す健康みやぎの姿〕 

 

 

 

 

〔施策の方向〕 

（1）肥満やメタボリックシンドロームを予防する普及啓発の充実 

 栄養・食生活、身体活動・運動、歯と口腔の健康などの関連分野における生活習

慣の改善について、多様な主体との連携による普及啓発の充実を図ります。 

（2）重症化予防のための地域保健と地域医療の連携体制の構築支援 

市町村及び保険者等が、糖尿病有所見者に医療機関への受診を勧奨するとともに、

糖尿病及びその合併症の治療を行う医療機関や薬局等と連携し、情報共有や協力体

制の構築を進めます。 

（3）糖尿病の重症化予防や管理に関する普及啓発 

「宮城県糖尿病性腎症重症化予防プログラム」の理解と活用を促進し、引き続き

専門医の助言や、県・郡市医師会、医療機関、宮城県糖尿病対策推進会議の協力を

得ながら、保険者が重症化リスクの高い未受診者・受診中断者等に対する受診勧奨

や保健指導等を実施し、適切な医療につながるよう推進します。 

また、医科と歯科・眼科等との（医療）連携体制を構築することにより、腎不全、

人工透析への移行を遅延または防止することにつなげます。 

 

 

【社会の姿】 

 多様な主体による、発症予防から重症化予防までの切れ目ない普及啓発の推進 

 地域保健と地域医療との連携と協働による、ハイリスク者を支援できる体制づくり 

【個人の姿】 

 糖尿病の発症予防、重症化予防の生活習慣の実践 

 適切な服薬と、継続した受診による重症化予防の実践 

 糖尿病の患者数は増加しています。また、糖尿病のリスクとなる肥満やメタボリックシ

ンドロームも増加しており、今後も糖尿病患者の増加が懸念されます。 

 糖尿病性腎症による人工透析の新規導入患者数は経年的に横ばいであり、医療体

制や医療費適正化の観点からも課題となっています。 
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 市町村、医療保険者、医療・福祉や職能団体等の関係機関と連携しながら、スマ

ートみやぎ健民会議を基盤として、子どもから高齢者までのライフステージを

対象に、肥満・メタボ予防、糖尿病発症予防、重症化予防の対策を推進します。 

 市町村、医療保険者、県・郡市医師会、宮城県糖尿病対策推進会議等と協働し、

地域保健と地域医療との協力体制の構築を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

〔主な取組〕 

施策の方向 取組の概要 連携・協働体制 

① 肥満やメタボリックシ

ンドロームを予防す

る普及啓発の充実 

 多様な主体による、栄養・食生活、身体活

動・運動、歯と口腔の健康等、関連の強い

取組分野と連携した普及啓発の実施 

 

 特定健診・特定保健指導の実施 

② 重症化予防ための

地域保健と地域医

療の連携体制の構

築支援 

 有所見者への受診勧奨の推進 
 

 市町村や保険者と医療機関・薬局等の連

携体制の構築 

③ 糖尿病の重症化予

防や管理に関する

普及啓発 

 「宮城県糖尿病性腎症重症化予防プログ

ラム」の理解と活用の推進 
 

 医科と歯科・眼科等との連携体制の構築 

 

 

 

 

 

 

 

連携と協働による推進体制 

 

子 ども：子どものころからの健康な基本的生活習慣の定着と、適正体重の維持 

高齢者：在宅で自立した生活を送るための糖尿病の発症予防や重症化予防及び心身

機能の低下の防止を目的とした適切な受診・服薬等のサポート 

女 性：妊娠糖尿病の予防 

ライフコースアプローチ 
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〔目標値〕 

項目 ベースライン値 目標値 

糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数

の減少 
R3 256 人 238 人 

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

の減少（再掲） 
R3 32.2％ 23％ 

特定健診の受診率の向上（再掲） R3 61.7％ 70％ 

特定健診保健指導の実施率の向上（再掲） R3 25.1％ 45％ 
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（9）COPD 

〔現状・優先すべき課題〕 

 

 

 

 

 

 

〔目指す健康みやぎの姿〕 

 

 

 

 

 

〔施策の方向〕 

（1）喫煙による COPD の健康影響等に関する知識の普及 

多様な主体と連携し、イベントやキャンペーンなどをとおして、広く県民に喫煙

による健康影響や COPD の知識等の普及啓発を行います。 

（2）健診等における早期発見の取組 

市町村、医療保険者、職域、医療機関等と必要性の理解促進を図りながら、COPD

の早期発見の取組を推進します。 

（3）禁煙支援に係る情報発信 

禁煙外来のある医療機関や禁煙支援薬局などの情報提供を行い、禁煙に向けた支

援を推進していきます。 

 

 

市町村、医療保険者、職域、健診等に従事する関係機関と連携し、COPD に関する普

及啓発を行うとともに、COPD の高リスク者に対するリスクチェックや受診勧奨により重症

化予防を推進します。 

【社会の姿】 

 多様な主体による COPD の認知度向上の取組により、早期発見、早期治療、重症

化予防の理解が促進し、COPD の死亡率減少が実現する 

 健診等で高リスク者が早期に発見され、受診勧奨につながる体制整備 

 禁煙外来のある医療機関や禁煙支援薬局において、禁煙希望者が自分に合った禁

煙支援を受けられる環境の充実 

【個人の姿】 

 COPD に関する知識が増え、有症状時に医療機関への受診行動がとれる 

 喫煙による COPD の健康影響に関する認知度は６割程度と低く、受診や発見の遅

れ、重症化につながる可能性があります。 

 COPD の原因として喫煙との関連が強く、２０歳以上の喫煙率は減少傾向にはある

ものの、習慣的に喫煙をしている者は健康への影響が懸念されます。 

連携と協働による推進体制 
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〔主な取組〕 

施策の方向 取組の概要 連携・協働体制 

① 喫煙による COPD の

健康影響等に関す

る知識の普及 

 世界禁煙デー及び禁煙週間、みやぎ受動

喫煙ゼロ週間、COPD の日、イベントやセ

ミナーの各種事業において、喫煙による

COPDの健康影響に関する知識やCOPDの

認知度向上のための普及啓発。 

 県政ラジオ、県政だより、パネル展示、

県ホームページ等を活用した広報活動。 

 

② 健診等における早

期発見の取組 

 健診に従事する関係者等を対象に、研修

会等で早期発見、早期治療の必要性等に

ついて共通理解を図る。 

 健診等における COPD リスクチェックの

取組の推進 

 

③ 禁煙支援に係る情

報発信 

 禁煙希望者が禁煙外来のある医療機関

や禁煙支援薬局などで禁煙指導が受け

られるよう、県のホームページ等での情

報提供。 

 健診等の機会を活用して、禁煙に関する啓

発資材等の設置。 

 市町村、保健所等での禁煙支援の充実や情

報提供、医療機関や禁煙支援薬局等と連携

した禁煙支援の推進。 

 

〔目標値〕 

項目 ベースライン値 目標値 

喫煙の健康影響に関する知識の普及_COPD（再

掲） 
R4 ６１．７％ １００％ 

COPD の死亡率の減少 R4 １1．1 １０．０ 

 

子 ども：受動喫煙の健康影響に関する普及啓発 

高齢者：COPD の知識や有症状時の早期受診等に関する啓発、禁煙支援に関する情報

提供 

女 性：妊娠中の喫煙防止に関する啓発強化 

ライフコースアプローチ 

56



 

 

 

（1）子ども 

〔現状・優先すべき課題〕 

 

 

 

 

 

 

 

〔目指す健康みやぎの姿〕 

 

 

 

 

〔施策の方向〕 

（1）健康な体づくりと基本的生活習慣の定着のための取組の推進 

適正体重の維持を主眼とし、食生活、身体活動、睡眠、歯と口腔の健康、メディアコント

ロール等の基本的生活習慣の確立と定着のための取組を強化します。 

（2）運動習慣の定着のための取組の推進 

日常の様々な場面や機会において、遊びやスポーツを通し、楽しみながら、運動習慣の

定着や体力の向上につながる取組が行われるよう、多様な主体との理解促進や連携を

図ります。 

（3）肥満の改善のための取組の推進 

大学や関係機関の協力を得ながら、保育・教育機関と市町村とが連携した肥満改善の

取組を支援します。また、小児肥満に関する研修会の開催や、「宮城県小児肥満マニュア

ル 2021（宮城県小児肥満対策マニュアル作成委員会）」の活用促進に取組みます。 

 

2-2．ライフコースアプローチ 

【社会の姿】 

 保育・教育機関と地域保健の連携強化や、多様な主体との協働による、家庭や地域ぐ

るみで子どもの健康を守る取組の展開 

【個人の姿】 

 基本的生活習慣の実践による適正体重の維持 

 体を動かす楽しさや喜びを感じることを通した運動習慣の定着 

 肥満傾向児の出現率は、全国値よりも高い状況が続いています。 

 １週間当たりの総運動時間が全国値よりも短い状況であり、肥満への影響や大人に

なってからの運動習慣への影響が懸念されます。 

 生涯にわたり健康で活力ある生活を送るため、基本的生活習慣の定着のための取組

をより一層推進していく必要があります。 
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 市町村、保育・教育機関、大学、関係機関、民間事業者、地区組織等と連携し、

運動習慣を含む基本的生活習慣の定着ための取組を推進します。 

 小児肥満対策は専門的な知見が必要であることから、大学や関係機関の協力を得

ながら、保育・教育機関や市町村と連携して、技術的支援に取組みます。 

 

〔主な取組〕 

取組 概要 連携・協働体制 

① 健康な体づくりと基

本的生活習慣の定

着のための取組の

推進 

 各圏域における子どもの健康な体づくり推

進の事業展開 

 

 

 

 

 

② 運動習慣の定着の

ための取組の推進 

 保育・教育機関、地域などにおける、多様な

主体による取組の促進 

 

 

 

③ 肥満の改善のため

の取組の推進 

 地域の現状分析、人材育成等の技術的支

援 

 「宮城県小児肥満マニュアル 2021」の活

用促進 

 

 

 

〔目標値〕 

項目 ベースライン値 目標値 

児童・生徒における肥満傾向児の減少（再掲） R3 13.23％ 10.96％ 

運動やスポーツを習慣的に行って

いないこどもの減少（1週間の総運

動時間（体育授業を除く。）が 60 分

未満の児童の割合）（再掲） 

小学 5 年

生男子 
R4 9.8％ 4.9％以下 

小学 5 年

生女子 
R4 17.0％ 8.5％以下 

 

 

 

 

連携と協働による推進体制 
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（2）高齢者 

〔現状・優先すべき課題〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔目指す健康みやぎの姿〕 

 

 

 

 

 

〔施策の方向〕 

（1）地域における社会参加しやすい環境づくり 

市町村、関係団体、住民組織等と連携し、「通いの場」を含む、地域での健康教室や健

康づくりに関連するイベント等が増え、気軽に参加しやすい環境づくりを推進します。 

また、出かけたくなる、歩きやすい・歩きたくなるまちづくりとも連動し、複合的に社会参

加を促します。 

（２）心身の健康づくりを支えるネットワークの醸成（再掲） 

趣味、ボランティア活動、自主グループや地域の健康教室等への参加や就労等の

社会参加をとおして人や社会とつながり、身近で相談できる環境づくりのため、地

域や職域など様々な場面でのネットワーク醸成を推進します。 

【社会の姿】 

 地域における、健康づくりや運動等に関する取組の増加と定着 

 地域における心身の健康づくりを支えるネットワークの醸成 

【個人の姿】 

 適正体重の維持 

 生活習慣病予防、重症化予防、フレイル予防のための、生活習慣の実践 

 社会参加をとおして人や社会とつながり、困ったときに身近に相談できる相手がいる 

 65 歳以上における BMI が 20 以下の者の割合は男性 14.1％、女性 20.5％です。

高齢期のやせは、生活機能の低下に影響し、健康寿命の延伸を阻害する要因になり

ます。 

 フレイル対策の観点からは、栄養・食生活、身体活動・運動等に関する取組に加え、人

や社会とのつながりを維持することが重要であることから、高齢者の社会参加を促す

とともに、高齢者もボランティア活動や地域活動の担い手として、生きがいづくりにつ

ながるような取組を推進することが必要です。 

 「フレイル」の概念を知っている人は約１割程度であり、フレイルに関する知識の普及

についても取り組む必要があります。 
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 市町村、関係機関、大学、民間事業者、地区組織等と連携し、発症予防、重症化

予防、生活機能の低下の予防等、様々な観点から、高齢者の健康づくりを推進し

ます。 

 「みやぎ高齢者元気プラン」と連携して施策を推進します。 

〔主な取組〕 

取組 概要 連携・協働体制 

①地域における社会参

加しやすい環境づくり 

 地域における、多様な主体による取組の促

進 
（例） 

・スマートみやぎ健民会議やヘルスサテライトステーシ

ョンの活動促進 

・企業・団体等による、運動やウォーキングイベント 

・通いの場の充実と利用促進 

 

 

 

 

 

②心身の健康づくり

を支えるネットワー

クの醸成(再掲) 

ボランティア活動や自主グループの活動、地

域の健康教室等、社会参加を促す情報の発

信及び孤立を防ぐ包括的な相談支援体制

の構築 

 

 

 

 

 

 

〔目標値〕 

項目 ベースライン値 目標値 

低栄養（BMI≦20）の高齢者の割合

の低下（65 歳以上）（再掲） 

男性 R4 14.1％ 10％ 

女性 R4 20.5％ 15％ 

運動の習慣化 

（運動習慣者の割合の増加） 

（65 歳以上）（再掲） 

男性 R4 24.8％ 30％ 

女性 R4 16.8％ 30％ 

過去半年以内に、趣味やスポーツ、ボランティアな

どの活動を実施している高齢者の割合の増加

（65 歳以上）（再掲） 

R4 35.4％ 45％ 

 

 

 

 

連携と協働による推進体制 
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（3）女性 

〔現状・優先すべき課題〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔目指す健康みやぎの姿〕 

 

 

 

 

 

 

〔施策の方向〕 

（1）地域や職場における女性の健康を支える環境づくり 

教育機関、地域や職場など、身近なところで相談できる体制づくりのため、関係

者の理解促進を図ります。 

また、多様な主体による女性の健康づくりに関する取組を推進します。 

（２）生涯にわたり女性が健康で過ごせるための情報発信 

多様な主体との連携により、正しい情報や、女性に意識してほしい生活習慣などについ

て情報発信や普及啓発に取組みます。 

 

 

 

 

【社会の姿】 

 地域や職場など、生活の基盤上において、女性の健康を支える体制の充実 

 女性特有の健康課題に対応した情報が得やすい環境づくり 

【個人の姿】 

 ライフコースをとおした適正体重の維持 

 健康を維持する食生活（アルコールを含む）の実践 

 妊娠期の飲酒及び喫煙をなくす 

 女性のやせについて、20～30 歳代（BMI＜18.5）は１３％、65 歳以上（BMI≦20）

は２０％となっています。一方で肥満も増加しており、適正体重を維持し、生涯にわたり

健康で過ごせるよう、取組が必要です。 

 朝食欠食や飲酒などの指標も悪化しており、特に栄養・食生活分野に課題が多い状

況です。 

 ライフステージごとの女性ホルモンの変化や、ライフイベントによる環境変化など、女性

特有の健康課題があることや、次世代への健康影響も踏まえた取組を推進する必要

があります。 
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 市町村、子育て関係機関、教育機関、職域、大学、医療関係機関、民間事業者等

と連携し、若年世代や妊娠期から高齢期まで、女性の生涯をとおし、各ライフス

テージの健康課題を踏まえながら、女性の健康づくりを推進します。 

〔主な取組〕 

取組 概要 連携・協働体制 

①地域や職場における

女性の健康を支える

環境づくり 

 学校保健、地域保健や職域保健などの関

係者を対象とした女性の健康に関する研

修会（人材育成） 

 教育機関、職場、地域などにおける多様な

主体による取組の促進 
（例） 

・スマートみやぎ健民会議やヘルスサテライトステーシ

ョンの活動促進等 

 

 

 

 

 

②生涯にわたり女性

が健康ですごせるた

めの情報発信 

 インターネットをはじめ、多様な手段・機会

を利用した、女性の健康に関する正しい知

識や情報の発信 

 

 

 

 

 

〔目標値〕 

項目 ベースライン値 目標値 

適正体重を維持する女性の割合の増加（再掲） 

（1）20～30 歳代女性のやせ（BMI＜18.5） 

（2）40～60 歳代女性の肥満者（BMI≧25） 

（3）65 歳以上の女性のやせ（BMI≦20） 

 

R4 

 

13.1％ 

 

10％ 

R4 31.5％ 20％ 

R4 20.5％ 15％ 

朝食欠食者の割合の減少（20 歳以上）（再掲） R4 19.7％ 10％ 

生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人

の割合の低減（20 歳以上）（再掲） 
R4 9.4％ 8.5％ 

妊娠中の飲酒をなくす（再掲） R4 0.5％ 0％ 

妊娠中の喫煙をなくす（再掲） R4 1.4％ 0％ 

 

 

連携と協働による推進体制 
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（資料４を挿入） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3．目標指標一覧 
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本プランを、実効性をもって推進し、着実に目標達成を目指すためには、県民の生活を取り

巻く多様な主体とともに、一丸となって、県民の健康課題の解決、地域全体の健康水準の向上

に取り組んでいくことが重要です。 

県は、行政機関（市町村・国）、医療保険者、保育・教育機関、大学、職域、関係機関・団体、

民間事業者、住民組織等への情報発信、ネットワークの構築及び人材育成等により、総合的な

健康づくりの推進体制を構築します。 

（１）連携協働体制と期待する役割 

推進主体 役割等 

県民 
自分自身の健康状態や生活習慣を振り

返り、健康管理や健康増進に努めます。 

地域 

こども家庭センター、地域包括支援セ

ンター、自主サークル、民生児童委員

会、公民館、婦人会等地区組織、患者

会・家族会、総合型地域スポーツクラ

ブ 等 

地域ぐるみで支え合いながら、心身の健

康づくりに取組み、望ましい生活習慣を

実践し、周囲や次世代にも伝えます。 

保育・ 

教育機関 

保育所・保育園、こども園、幼稚園、 

小中学校、高等学校、専門学校、 

PTA、学校保健会 等 

子どもの健康な体づくりのため、基本的

生活習慣を身に付けられるよう、子ども

や保護者への取組を推進します。 

大学 

研究機関として、専門的・先進的知見か

ら、技術的支援を行います。また、学生を

巻き込み地域への取組を展開します。 

職域 

事業所、商工会、商工会議所、労働基

準協会、産業保健総合支援センター、

地域産業保健センター、同業者組合、

青年会議所 等 

従業員への健康診査・保健指導の実施

を支援し、受診しやすい環境づくりに積

極的に取り組むとともに、行政や関係機

関・団体と連携し、健康づくりの取組を

行います。 

医療 

保険者 

市町村国保、健康保険組合、全国健

康保険協会、国民健康保険団体連合

会、保険者協議会 等 

被保険者やその扶養家族に対する特定

健診・保健指導を受けやすい環境づくり

を進めるとともに、未受診者の受診促進

を図ります。 

関係機

関・団体 

医療機関、福祉施設、医師会、歯科医

師会、薬剤師会、看護協会、栄養士

会、健康運動指導士会、歯科衛生士

会、食生活改善推進員協議会 等 

専門性を活かし、行政や関係機関と連

携を図りながら住民に対する情報発信

や相談対応等により、健康づくりに関す

る普及啓発を行います。 

 

１．連携と協働による推進 

第５章 計画の推進体制 
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推進主体 役割等 

民間 

事業者 
企業、マスメディア、商業施設 等 

商品、サービスの提供をとおし、県民が

自然に健康になれる環境づくりや、健康

に関心をもつ情報や機会の提供等に取

組みます。 

市町村 市町村関係部局 

健診や保健サービスの提供、地域団体

の活動支援、地域の関係団体等と連携

した環境整備等をとおし、住民の健康水

準の向上に資する取組を推進します。 

国 労働基準監督署、東北経済産業局等 

労働安全衛生行政や、健康経営に関す

る取組について、国の動向を踏まえなが

ら関係機関と連携して取組を推進しま

す。 

県 庁内関係課室、保健所、地方公所 

健康みやぎの実現のため、庁内関係機

関の連携と協働により、健康づくりに資

する社会環境の質の向上に取組みま

す。 

 

（２）スマートみやぎ健民会議 

市町村、企業、保険者、教育機関、関係機関・団体等の多様な主体の参画と協働により、

生涯にわたる健康づくりの県民運動の展開を図るため、「スマートみやぎ健民会議」を設

立しています。 

これまでに多くの企業・団体が参画していますが、今後も拡大を図るとともに、取組の成

果の見える化や、好事例の収集と横展開に取組み、より実効性のある取組を展開していき

ます。 

（3）「みやぎ健康月間」と「みやぎ健康の日」 

毎年１１月を「みやぎ健康月間」※１、１１月１１日を「みやぎ健康の日」※２とし、多様な主

体とともに健康づくりの取組を強化し、県内全域での健康づくりの機運を高めます。 

※１ みやぎ健康月間・・・令和５年制定    ※２  みやぎ健康の日・・・平成１１年制定 

 

 

 

みやぎ 21 健康プラン推進協議会及び有識者ワーキング 

本プランを効果的かつ継続的に推進するため、「みやぎ 21 健康プラン推進協議会」に

より、関係者間の共通理解を深めながら連携を強化し、一体となって取組を推進します。 

また、有識者ワーキングを設置し、プランの進捗を評価しながら、PDCA サイクルによる

取組を推進します。 

２．プランの進行管理体制 
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イメージ図挿入予定。 
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